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葬送儀礼に現れる山村の近隣関係
一愛知県東加茂郡旭町大字杉本 ・大字東加塩の事例一

呉 知 恩

1問 題関心

死 をめ ぐる諸相が近代化 の コンテキス トで語 られる時の一つの言説は、 「土葬 は前近代

的であ り、火葬は近代的である」 というものである。 そ してその言説 と結 ばれて一つのイ

メージが創 り出 される。つ まり、それは 「土葬の際に行われた葬列は前近代的な ものであ

り、それは近代 的な火葬施 設 と霊枢車の普及によ り姿 を消 して しまった」 という ものであ

る。 しか し、 「火葬先進国」 と言 われ る日本 において 、確かに火葬率が土葬率 を上回った

のは大正期以来のことであ り、その ような火葬化の傾 向のなかで、いまだに土葬 と葬列を

組んでの野辺送 りが行われつつある地域社会が存在す るのである。すると、はた して 「土

葬=前 近代 的、火葬=近 代 的」 とい う図式は正 しいの であろうか。土葬 ・火葬 といった葬

法 を物差 しにして 日本の近代化 を論 じる際、この矛盾 性はどの ように説明 されるのであろ

うか。

そのような問題関心から、本稿では葬法は土葬から火葬に変わったのにも関わ らず、現

在 も葬列 を組んでの野辺送 りが行われ る日本のある山村の事例 を通 じて、死をめ ぐる諸相

と関わる人々の選択 とそれに対す る彼 らの意味づけの分析 を試みたい。この ような試みは、

単 に日本の農山漁村 という地域社会の変動を把握す ることにおいてのみならず、 東アジア

のコンテキス トのなかで近代化 と死 をめ ぐる諸相の変化の特性 を明 らかにするための第一

段階の ものである。

現在、 日本において火葬化 と伴い 「葬儀 の外注化 ・商業化」が定着 しつつあるのは、か

つては地域共同体によ り取 り仕切 られた葬送儀礼が共同体の崩壊 により外注化せ ざるを得

なかったことに関わるだろ う。その共同体の崩壊を引 き起こ した重要な契機 を、昭和30年

代以降の高度経済成長による都市化現状の中に見出す ことができる。都市化の進展は他方

では戦後、新民法によって法的に撤廃 された家制度を より実質的な意味で家の解体に導い

たといえる。だが、冠婚葬 祭の場面においては、ある個人の通過儀礼 的性格 を持つそれら

の儀礼が 「○○家の儀礼」 として言い表 されるように、依然 として名目の上では 「家」の
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性格 を持ち続けている。そ して崩壊 した家制度 も特 に葬儀の場面ではしぶ とく生 き残って

いる。この矛盾 はどう説明 されるのであろうか。それ は家 と家 との関係 を表す領 域、つま

り、かつては田植えや収穫 などの生産、家普請、葬儀 、災厄 などの協力において、そして

日常の交際を含 めて正月や盆、婚礼、葬儀、法事などの交際における変化の中にその矛盾

を解明する鍵がある。言い換えれば、家 と家 との関係 を表す領域の緒小、あるいは、その

儀礼化 ともいえる変化によ り、現代 日本においては、葬送の儀礼が家 と家 との関係 を表す

重要なコー ドにな りつつあると説明で きるだろう。

本稿では愛知県北部の二つの大字での短期 間の聞 き取 り調査 に基づいて、葬送儀礼 の遂

行過程 における合力関係、特に、葬列 に現れる近隣関係 と家 に焦点を合わせて分析 してい

きたい。 ここで、調査地 に選んだ愛知県の山村は、昭和30年 代後半 ころ、高度経済成長

政策の影響 を受 け、主 として周辺の豊田市の自動車産業 の発展 と昭和46年 の矢作 ダムの建

設により生活環境が大 きく変 わ りつつある。現在は準過疎山村であることから、昭和30年

代以降の高度経済成長期の工業化 ・都市化 による地域 社会の変貌 を考える際に有益 な視点

を与えると思われる。そ して葬法 においては昭和40年 代半ば頃を境 にして土葬か ら火葬に

変わ り、 しかもまだ葬列 を組んでの野辺送 りが行われていることか ら、葬送儀礼 の遂行過

程における合力関係 を考察 しようとする本稿の問題関心に適合 した地域である。

2理 論的検討

村落社会における近隣関係と家の問題を、特に葬送儀礼の合力を中心に考察した諸研究

を通じて検討してみよう。

村落はその生活関係からみれば近隣集団であり、村落社会の近隣関係においては次のよ

うな二つの側面がみられる。つまり、その一側面は行政村の内的機構としての部落一組と

いう、地域住民の共通の利害関係に基づいて営む生活協同の体制であ り、もう一側面は個々

の家をめぐる同族(本 ・分家)、 シンルイ、 トナリ関係で、さまざまな生活共同を通じて

村落構成の根幹を成すものである。言い換えれば、前者は近隣関係の公的側面であるとす

れば、後者はその私的側面であると言える。

家 ・家族との関わりの上、葬儀を行う主体の属性 ・役割(機 能)・ 構造を問題にする際、

同族組織と親類組織との二つの親族組織の区分は重要である。つまり、同族組織は系譜関

係の相互認知を結合の本質 とし、内容的には庇護 ・奉仕関係に基づく団体的性格 をもつの

に対して、親類関係は家族的結合の人間関係にそくした、基本的には平等原則を前提とす

る日常的互助と情緒的安定、連帯の共同的性格を持つ。自己からの視野構造をもつ親類関
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係 は、出自集団のもつ団体 的性格 を欠いているが、カテゴリーとしての親族関系 とは区別

され、その親族的役割が相互 に期待 される一定範囲、つまり親族のネットワークを形成 し、

それに基づいて一定の機会 に一定の機能 を遂行する集団が構成 される。①ここで、親族組

織 としての特殊性 と意味が 与えられるのは、その構成 単位である家自体 に二つの親族組織

への展開を可能 にす る契機が内包 されていることに基づいてい ると言 える。

葬送儀礼がそれの行われ る地域の社会組織、とりわ け上記の近隣関係の私的側 面 と関わ

ることに注 目した研究はす でに多数なされている。これらの研究では主に不幸音 信帳や香

典帳などを分析対象 とし、喪家をめ ぐる本 ・分家の同族、シンルイ、 トナリ関係 者の参加

範囲 と参加程度 を区分 し、 分析 して葬送儀礼 を行 う中心的な主体の特性 を把握す ることを

目的 としている。例 えば、東北の秋田県の農村(竹 内利美1959)と 岩手県の漁村(佐 島

隆1991)、 中部の長野県の農村(有 賀喜左衛門1968、 竹内利美1978)に おいては同族の

マキが中心であ り、関東の山梨県の山村(正 岡寛司1968)に おいては親族組織 としての

オヤコが、近畿の京都府の丹後山村(光 吉利之1966)に おいては同姓集団の株 とは異な

る親族組織 としてのイ ッケが、そ して奈良県北部 ・三重県西部 ・京都府南部の農 山村(三

上勝也1979、 三上勝也 ・山本剛郎1977、1978、1983)に おいては与力が、そして滋賀県

の農村(舟 橋和夫1977)に おいては同族 のイッ トウと親類の クルワが中心的な役割 を果

た していることが明らかになった。

しか し、これらの研究 において、野辺送 りの葬列 に関 してはその持ち物の名称 だけが言

及されているのに止 まっているか、あるいはその持ち物の名称 とそのうち重要な持ち物 の

担い手 に関 して簡略に記述 されているのに過 ぎない。が、実際、葬列の持ち物には死 と関

わる観念 を示す豊富 な象徴 的意味が含 まれてお り、その持 ち物の担い手は死者 をめ ぐる家

の近隣関係お よび当地域社会の社会構造の一側面 を表 していると見 ることができるのであ

る。本稿では、葬送儀礼の研究において今まであまり研究のなされていない葬列 を中心に、

葬列の持ち物 とその担い手 の分析 に焦点を合わせ、そ こで現れる近隣関係の特性 を明らか

にしたい。

以上のことを踏 まえて、 まず3章 では調査地域 を概観 し、4章 では調査地域 における葬

送儀礼 の遂行の合力関係を分析する。 ここでは、葬法 の変化 と葬送儀礼の遂行の全過程、

そ して葬列 の分析 を中心に見ることにする。

(」親類の集団化を規定する基準としては
、親族的距離以外 に、制度的な社会的要因と個人

的な選択原理などがあげられる。制度的な社会的要因は二つの親族組織の間の機能的分化と相互補

足的連関の存在、個人ないし世帯の社会的地位、地理的居住の近接、コミュニケーション技術の発
達度などによる接触の可能性 などであ り、さらに個人的な選択原理としては個人のパーソナリ

ティ、性 ・年齢などの生物的条件、生活史的背景、家族周期の段階などがあげられる。
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3調 査地概要(2)

旭町は、愛知県の北辺、矢作川の上流に位置 し、東 は北設楽郡稲武町、西は西加茂郡小

原村、南は東加茂郡足助町、北は岐阜県恵那郡明智町 と岐阜県恵那郡串原村 に隣接 してい

て、それぞれ交流を密 に している。旭町の位置 と町内の行政区分 を示 したのが後掲の図1

である。

旭町は森林 の面積が全 面積の82.1%を 占め てお り、標高450メ ー トル以上の山 々が連立

しているその山々の谷 を段戸川 ・明智川 ・阿妻川 ・介木川 ・大坪川 ・阿摺川などの小河川

が流れ、町域の北部 を西南 に流れる矢作川の本流に注 ぐ。地形はおおむね東高西低で、集

落は矢作川沿いと南面の傾斜地に散村形態を示 し、現在38集 落が行政区をな している。(3)

旭 町において世帯数 と人 口、産業構造などのあらゆる面で大 きな変化が現れは じめたの

は昭和30年 代か らである。つま り、昭和30年 代 から世帯数 と人 口は減少 しつつあ り、産業

構造 は自動車関連産業 を中心 とする第二次 ・第三次産業の比重が高 くなっている。世帯数

と人口の減少は、昭和30年 代半ば頃か ら高度経済成長政策の影響 を受け、主 として豊 田市

とその周辺 を中心 とす る自動車産業 に青年労働力が吸収され、 また昭和46(1971)年6月

に特定多 目的 ダムである矢作 ダムの建設 を契機 に108戸 が水 没転出され て以後、人口の流

出が激 しくなったことによる。 また、産業構造 は昭和30年 代 までは米麦を主 とす る農業 と

養蚕、林業等の第一次産業中心であったが、昭和30年 代半ばか ら周辺の自動車産 業の発達

によ り、第一次産業就業人 口は減少 し、第二次 ・第三次産業就業率は増 えつつある。 この

ような就業構 造か ら、い わゆる第2種 兼業農家の増加 による米作 りので きない農 家の増加

お よび林業の長期低迷 ・粗放林の急増 などが旭町の大 きな課題 となってい る。

大字小渡 についで旭町で2番 目の大 きな地区である大字杉 本は、近世 には白石 ・九沢 ・

(2調査 地 の 詳 細 な概 要 につ いて は
、 京 都大 学社 会学 研 究 室 、 「旭 町 調 査 報 告 書」 掲 載 の筆

者 の論 文 を参 考 の こ と。

(3〕町 の沿 革'をみ る と
、 明治21(1888)年4月 に市制 町村 制 が 公布 され、 名称 変 更や統 合 が進

め られ 、 町内 で も東加 塩 村 ・杉本 村 を含 む12か 村 が合併 して能 見村 に、 田津 原 村 を含 む10か 村 が介

木 ・生駒 組 合 村 に、坪 崎 村 を含 む8か 村 が伊 勢神 ・築 羽組 合 村 に統 合 され た。 また、 当時 岐阜 県恵

那 郡 に属 して い た野原 村 ・浅 谷村 ・横 通村 の3か 村 も明 治23年5月 には統 合 され 、三 濃村 と名称 変更

され た 。明 治27(1894)年 には 介 木 ・生 駒 組 合 村 が 介 木村 と生 駒村 に 分 離 し、 翌 年 の 明 治28

(1895)年 には伊 勢神 ・築羽 組合 村 が伊勢 神村 と築羽 村 に分離 した。 明治39(1906)年 には全 国的

に 第二次 の町 村 合併 が 促 進 され、生 駒 ・介 木 ・築 羽 ・能 見の4か 村 を合わ せ て旭 村 が 誕 生 した。更

に 、昭和30(1955)年 には生 活 の つ なが りが深 か った こと もあ り、全 国的 に珍 しい 越県 編入 合併 に

よ り、 岐阜 県 恵那 郡三 濃村 の 野原 ・浅 谷地 区が 旭村 に加 わ った 。昭和42(1967)年 町制 の施 行 に よ

り旭 町 に な り、現在 に至 る。旭 町 誌編 集研 究会 編 、r旭 町誌 通史編 」 、 昭和55年 。
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沢尻 ・源重 ・大垣内の五か村 に分かれていた。明治11(1878)年 、この五か村が合併 して

杉本村 とな り、明治21(1888)年 には杉本村 を含む12か 村が合併 して野見村 とな り、杉本

村 は野見村大字杉本 となる。また、明治32(1899)年 に旧菊田村が編入され同45年 まで杉

本 区を構成 していた。現在、大字杉本は昭和54(1979)年 か ら一つの切になった九沢 ・源

重 と、白石、沢尻、大垣 内の四つの切か らなっている。

大字の現在 の世帯数は80戸 であ り(4)、そのうち仕 事関係で転 入 した6戸 を除いた74戸 が

地附き世帯である。現在の世帯構成 をみると、一人暮 らしの世帯が11戸 、二人暮 らしの世

帯が15戸 、3世 代の世帯が21戸 、4世 代の世帯が2戸 であ り、その他は2世 代の世帯である。

大字の宗教的構成は禅宗が6戸 で一番多 く、その うち曹洞宗は55戸 、臨済宗は8戸 である。

真宗は5戸 であ り、それ以外 に創価学会2戸 、天理教1戸 などである。

大字の産業についてみ ると、現在、農家70戸 のうち専業農家はな く、すべて兼業農家で

ある。それは主 に昭和30年 代半 ば以後、豊田市 を中心 とする自動車産業の発展 に よるもの

である。次 に大字の組織 についてみ ると、区長1人 、副区長1人 、区会議員6人 、四つの切

総代4人 、敷消杉本班班長、農事組合、森林組合 、土地改良、杉本神社、保存会、余興団、

老人 クラブ、杉友会 などで ある。大字の組織のうち他 の大字の組織 と異なるものは、四つ

の切の総代 と保存会 ・余興団、杉友会である。杉友会は老人 クラブに入る前の年齢代の人々

の組織であ り、保存会 と余 興団は町の無形民俗文化財 として指定されている棒の手 「藤牧

検藤流」 と打 ちはや し 「丹 波大垣内流」の保存 ・実行 と関わる組織である。四つの切の総

代は五か村が合併 して一つの杉本区になった経緯を示す ものであり、杉本 においては切ご

とに10等 級割 りの区費の徴 収や、堂 ・小祠の祭 りおよび講が独 自的に行われるこ とか ら旧

村 としてのまとまりが今で も保 たれている。

次 に、近世の東加塩村は明 治22年 に野見村、同39年 に旭村の一大字 となった。村は阿摺

川と加塩川の二つの川に沿 ってT字 形に形成されてお り、古屋健屋組 ・高保組 ・井藻地組 ・

砂田組 ・坂組 ・東組 ・洗出組の七つの村組になっている。

現在の世帯数 は34戸 であ り、それは旭 町の38大 字の平均 的な世帯 規模である。世帯数(5)

は明治期の42戸 を最高に減少の傾向はみられるが昭和50年 代半ばから現在 までは戸数の変

ω世帯 数 の歴 史 的 な変 化 をみ る と
、 明治41(1908)年 には96戸 、大正9(1920)年 に は109

戸 、 昭和35(1960)年 には96戸 、昭和45(1970)年 には91戸 、昭和54(1979)年 には81戸 であ る 。

旭 町 誌編 集研 究 会編 、前掲 書 、 昭和55年 、171貢 。 つ ま り、大正 期 の109世 帯 を最 高 に して世 帯 数が

減少 し、特 に昭 和40代 半 ばか ら50年 代 半 ば までの 間 には その減 少 が 著 しいが 、 昭和50年 代 半 ば 以後

現 在 まで はだ い たい80戸 前 後 で大 きな変化 は見 られ ない。

(5世帯 数 の歴 史 的 な 変化 をみ る と
、明 治11(1878)年 に42戸 、大 正9(1920)年 に40戸 、昭

和35(1960)年 に38戸 、 昭和45(1970)年 に32戸 、昭 和54(1979)年 に34戸 で あ る。旭 町誌 編 集研

究会 編 、前 掲書 、昭和55年 、176貢 。
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化が なく34戸規模 を維持 している。また大字の宗教の構成は真宗7戸 、禅宗23戸(そ の

うち臨済宗は少な く、曹洞宗が多い)、 創価学会3戸 、キリス ト教1戸 である。

大字の産業 についてみると、稲作 を中心に、農業の農閑期の稼 ぎとしては炭焼 ・炭仲買 ・

塩仲買 ・養蚕な どがあったが 、昭和30年 代半ばか らは豊田市 を中心 とする自動車 産業 に労

働力が吸収され、現在は第二種兼業農家が中心 になる形に変わった。次 に大字の組織 につ

いてみ ると、区長1人 、区長代理1人 、営 農組合、加塩神 社 、消防 団、あ じさいの会、

PIA、 子供会、老人 クラブ などがあ り、区費は昔からの通 りの7等 級割 りで徴収 されてい

る。東加塩の村 としてのま とま りを示す ものとして庚 申当番 と初庚 申とい う庚 申信仰 の実

行があげ られる。

以上での調査地の全般的 な状況への理解 に基づいて、次 には調査地 における葬送儀礼の

遂行過程上の合力関係の特性 について検討 してみ よう。

4葬 送儀礼

[1]葬 法 の変化

(1)土 葬から火葬へ

大字杉本 と大字東加塩にお いては土葬による埋葬が主 に行われてきたが、昭和40年 代半

ば頃 を境に して火葬が行わ れ始め、その以後、稀 に土 葬が行われなが らも葬法は火葬 に変

わって しまった。杉本 と東加塩 における葬法の変化を理解す るために旭町全体の葬法の変

化の推移 をみたのが後掲の図2で ある。

図2か らわかるように、旭町においては昭和41(1966)年 までは土葬が行 われていたが、

同42(1967)年 に初めて火葬届けがみられ、同44年 までは土葬件数が火葬件数 を上回るが、

同45(1970)年 を境 に して火葬件数が土葬件数 に逆転することになる。しかし、 ここで注

意すべ きことは、旭町においては昭和42年 か ら火葬化 になってからも稀ではあるが最近 ま

で土葬が根強 く行われることである。

旭町の死亡届か ら昭和42年 に初めて火葬届がみられるのは、同年10月 に大字時瀬字城山

に町営火葬場 がで き、翌 年4月 から業務を始めたこ とと関わる。火葬炉1基 、作業室1室 、

納棺室1室 、待合室1棟 規模 の町営火葬場は老朽化 したため昭和61年 に廃止 され、 その以後

は豊田市にある広域圏火葬場施設が利用 されている。(6)

しか しなが ら、 ここでは町営火葬場ができる前 まで火葬が全 く行われなかったことでは

ない ことを記 して置かねばならない。つまり、町営火葬場ので きる前において も、例 えば、
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伝染病による死亡者の場合 や宗旨などにより、大字内 に火葬場がある場合は火葬が行われ

たのである。昭和48(1973)年 の 「旭町内墓地 ・火葬場等調査書」によると、町営火葬場

のできる前に旭 町の38の 大 字の うち15の 大字 には大字 内に火葬場があったのであ り、調査

地域の大字杉本 と大字東加塩 にもそれぞれ1カ 所の火葬場があった。ω

(2)葬 法の変化 による死体験の変化

旭町 においては昭和41年 までは伝染病や宗旨による火葬が大字内の火葬場で稀 に行われ、

主 に土葬が中心 になってきたが、昭和42年 、近代的な町営火葬場の建設を契機に昭和45年

からは火葬が土葬を上回 り、現在は豊田市の広域圏火葬場施設が使 われ、完全に とい うほ

ど火葬化 になった。 この ような葬法の変化 は人々の死 の体験 にどのような影響を与えたの

であろうか。その例 を大字杉本の人々の語 りからみ よう。

大字杉本 には区全体の共 同墓地はな く、区の共同火葬場が山頂 にあった。野焼 きの火葬

場の施設 とは、地面 に大 きな丸 い穴を掘 り、 よく燃え る木である柏や合歓木をその丸い穴

にかぶせるよ うに横 に並べ、その上 に棺 を置 くための生木2本 を縦に置いた ものであ り、

それは一体の遺体 しか火葬す ることができない ものであった。

火葬は昼間ではな く夕方 に葬式組の人々が行 ったのであ り、火葬に要す る時間が長いた

め生木を使い 、全体の熱 が逃げない ような工夫 がなされた。つまり、2本 の生木の まわ り

を藁で取 り込んで、棺の中には家族 に見えないように2リ ットル ぐらいの灯油 を注ぎ込み、

棺の上には濡れむ しろをかぶせて置いた。その ように して火 をつけると、そのそ ばには誰

もついていない まま皆は帰 り、翌日の朝 に死者の家族 が骨 を拾 うために火葬場 に行 く。そ

の時、 また完全に焼いていない遺体が残っていると困 るから、夜中に葬式組の2、3人 が火

葬の様子 を見 に行 く。

「僕が葬式組の他の二人 と夜中に行ったら、さんまの焦げる臭いが した。おばあさん、

静かに燃 えていて良かったね と言 ったとたん、藁の なかで蒸 し焼 きしてもまだ焼けな

(6}大正4(1915)年 か ら昭和50(1975)年 まで の60年 間 の 火葬 場 数の都 道 府 県 別推 移 を分析

した研 究 に よる と、 火葬 場 が ほ と ん どなか った高 知 県 ・鹿 児 島県 ・沖縄 県 な どの火 葬場 が増 加 した

こ とを除 き、全 体 的 に は年 々減少 の傾 向 であ る。 愛知 県の 火葬 場 は大正4年 に1896カ 所 、昭和50年

に941カ 所 で あ り、そ れ ぞ れ は 大正4年 におけ る1000カ 所 を越 え る15県 、 お よび昭 和50年 に おけ る

500カ 所 を越 え る13道 県 に と もに含 まれる もので あ る。浅 香勝 輔 ・八木 澤壮 一 、1990年 、31・35貢 。

火 葬場 数 の減 少 は、 火葬 場 に 占め る比率 の高 か っ た露天焼 また は 野焼場 が 近代 的 な火 葬炉 施設 を備

えた火 葬場 の設 立 に よ り廃 止 され る よう にな ったか らで あ る と考 え られ る。

9旭 町 の38大 字 の う ち大 字 内 に火 葬 場の あ る大字 は、 閑羅 瀬 、 時 瀬 、有 間 、笹 戸 、 市 平 、

池 島 、万根 、榊 野 、杉 本 、押 井 、 東 加塩 、惣 田 、八幡 、余 平 、上 切(共 同)で あ る。旭 町誌 編 集研

究 会編 、前 掲 書 、 昭和55年 、354貢
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かった足一本が出てきてびっ くりしたな。他の片足 は火の中か ら出ちゃって困ってな、

木の枝 を切って火の中に入 れても焼けへ ん。蒸 し焼 きせなあかん と、夜中に大変だっ

た。その時見 ると、人間の体で一番早 く燃 えるのはおなかで、一番遅 く燃え るのは胸

と頭だったな。」

つ まり、野焼 きの火葬を行 うことにおいては葬式組の役割が重要であ り、大字の人 々は

野焼 きの火葬を行 うことに より視覚 と嗅覚、触覚を通 じた死への間接的な体験がで きたこ

とがわかる。

このような死への間接的 な体験は近代的な設備 を備 えた町営火葬場がで きてか ら変わる

ようになった。町営火葬場 においては昼間、火葬場 の タイムスケジュールに従 って、重油

を使 っての2時 間30分 の短い間に火葬が行われ、待合室で待 っていた家 族 と親戚 らは台車

式の炉か ら骨 を拾 うだけで ある。つま り、そこには 「さんまの焦げる臭い」や 「蒸 し焼 き

して も焼けなかった足が出てきてびっ くりする」 ような感覚を通 じた死への体験 はあ りえ

ない し、 また葬式組の役割 はな くなるのである。病院での死の増加 とともに、 この ような

火葬場での遺体の物理的処理によって、死は見えなくなったのである。 しか し、 ここで注

意すべ きことは、町営火葬場 とその後の広域圏火葬場 で 「効率の高い」火葬が行 われてい

るなかで、調査地において はまだ葬列 を組んでの野辺 送 りが行 われていることである。そ

れは どうい うふ うに説明 されるものであろうか。次 には調査地において行われる葬送儀礼

の遂行過程 を検討 してみ よう。

[2]葬 送儀礼

(1)切 ・組 と葬式組

大字杉本 は四つの切か らな り、大字東加塩は七つの組からなっている。その切や組 は行

政の末端組織であ り、近隣関係の公式的 な側面であると言える。 しか しながら、一つの旧

村か らなった東加塩の組は、旧村から地区への行政区分の変化にも関わらず、変 わ りのな

い最小の公式的な近隣関係 のカテゴリーであるとすれ ば、杉本の切は、五つの村 が合併 し

て杉本地区になった故に旧村 としての独 自性が保 たれている。 したが って、組 と切 は行政

の末端 として同 じく分類 されるが、実際的な意味においては切が組 よりもっと包括 的なカ

テゴリーであるといえる。そのような側面は葬式組の構成において も現れる。

大字杉本の四つの切のそれぞれの戸数は、九沢切が6戸 、源重切が8戸 、白石切が10

戸、沢尻切が26戸 、大垣内切が20戸 の ように、最低6戸 か ら最大26戸 まで大 きな偏差

がある。そ して大字杉本 には現在七つの葬式組 があ り、一つの葬式組 をなす戸数 は6戸 か
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ら13戸 まで差がある。つ ま り、それは九沢切、源重切 、白石切、沢尻切の上組 と下組、大

垣内切の中組 と鳥居前組であ り、以前 には白石切 も上組 と下組 とに二つに分けられていた

が世帯数の減少 によ り一つの葬式組になった。次 に東加 塩は4戸 の坂組 を除けば5戸 でなっ

ている古屋 ・鍵屋組、高保 田組、井藻地組、砂田組、東組、洗出組の七組か らな り、その

葬式組は戦前 には4組 で あったが、戦後 には3組 になっている。つま り、現在は古屋 ・鍵

屋組 と砂田組 と坂組、高保田組 と井藻地組、東組 と洗出組の三つの葬式組がある。

葬式組の役割は、土葬の行われる時には死の通知、香典の受け付け、棺や旗な どの野辺

送 りの葬具の制作、墓地の穴掘 りなどを行ったが、火葬になってか らは死の通知 、香典の

受け付 け、野辺送 りの一部 の葬具の製作、祭壇の飾 りなどを行 っている。祭壇の設置 には

農協が進出 している。(8)

(2)葬 送儀礼の遂行過程上の合力関係

ここでは、調査地で行 われる葬送儀礼 の全過程 を記述 ・分析することにす る。(9)葬送儀

礼へのアプローチ としては、死 と関わる観念お よびそれの持つ意味への象徴分析 も可能で

あ り、 または葬送儀礼 を行 う人々の人間関係 とその役割 に重点をおいて分析す ることもで

きるのである。㈹ ここでは後者のアプローチか ら葬送儀礼の遂行過程に現れる合力関係に

重点をおいて分析 を進めたい。

1)死 の告知か ら葬式 まで

人が死ぬと、北寝 ないし西寝 にして、米粉で枕団子 を作って枕元 に置 く。死の告知 は今

は電話で知 らせ るが、昔は 「飛脚」 といって葬式組の二入一組で手分け して親戚 などに死

⑱葬祭 事 業へ の 農 協 の 関与 をみ る と、旭 町 ・足 助 町 ・小 原 町 ・藤 岡町 にお い て平 成6年 度 の

葬祭件 数 は211件 で あ り、平 成7年 度(12月2日 現 在)は158件 であ る。 その取扱 金額 は278575千 円 で、

そ の 中に は利 用 料 、生 花 類 、 葬祭 用 品 、返 礼 品 な どが含 まれ て い る。旭 町 の利 用 件数 は平 成6年 度

に41件 、平 成7年 度 に33件 で あ り、1件 当平均116万 円の葬 祭 費用 が使 わ れて いる。

〔9)ここでは 死 者 個 人 の ため の葬 送儀 礼 の み を取 り扱 う こと にす る
。 死 が個 人 的 な こ とを越

え て ムラ こ とに な る例 と して は、 戦 死者 の ため の忠魂 碑 の建 立 と その慰 霊 祭が あ げ られ る。旭 町 に

お い ては小 学校 の連 区単位 で六 カ所 に戦 死者 の ため の忠魂 碑 が建 て られ てお り、慰 霊祭 が行 われ て

い る。 調査 地 の大 字杉 本 と大 字 東 加塩 は と もに敷島連 区 に属 して お り、大 字杉 本 の字大 垣 内地 内 に

あ る敷 島連 区 の忠魂 碑 は明 治30年4月 に建 て られ 、 昭和10年3月 と同33年3月 に再建 さ れ た。 その合

祀者 の数 は56名 であ り、毎 年4月 に敷 島地 区 コ ミュニ テ ィー推進 会 の主催 で慰 霊祭 が 行 われ て いる。

旭 町遺 族 会、平 成7年 。 また、大 字東 加塩 におい て は、 ム ラ行 事 と して毎年5月 第 一 日曜 日に 、 「鎌

倉 さん」 と忠魂 碑 の祭 りが行 われ てい る。 ム ラを東西 に走 る道端 に鎌倉 塚(御 乗馬 場)が あ り、戦

前 は この祭 りが農 休 み を兼 ね てい て、 ム ラ中で鎌 倉塚 の 芝生 に集 ま り、酒 を飲 み 、草餅 を食 べ て過

ご した とい う。忠 魂碑 の 祭 りは戦後 は じめ た もので あ る。

⑩葬 送儀礼 に お け る死 と関 わ る観 念 の象徴 的 分 析 につ いて は、石 川 栄 吉 ・岩 田 慶 治 ・佐 々

木 高 明編1985年 、波 平 恵美 子1984・1989年 、松 永和 人1987・1990年 な どを参考 の こ と。
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亡 と葬式の連絡 をし、役場 への死亡届や埋葬届を出 し、寺へ連絡 した。葬式組の各家か ら

は女の人が手伝いに出て料 理をつ くり、その料理作 りの采配は男の人で料理への関心の強

い年輩の慣れた人が担 う。 女性たちが集まって死者に着せ る縫い目のない白衣 と死者の頭

にかぶせ る白い三角頭 巾をつ くる。葬式組では祭壇の飾 りものや野辺送 りに必要 なものを

作る。つ まり、旗 に使われる竹を山で切 って来て、旗や花篭 ・提灯 などに金紙や銀紙な ど

を貼る作業 を一 日かけて行 う。今は祭壇の設置 を農協 に任せ るケースが多 く、旭 町におい

ては5・8・12万 円の祭壇 費用 に合わせて農協から祭壇 の飾 りものや金紙 ・銀紙 な どの貼 り

ものの材料 まで持って来 るので、葬式組の人々は旗に使われる竹 を山で切 って来 て、半 日

くらいで貼 りものの作業 を済 ますことになった。天蓋 、花篭 ・提灯な どの枠台な どの葬具

は大字杉本の場合は切 ごとに保管されてお り、大字東加塩の場合は大字の ものと して保管

されている。

通夜の前 に身内が集 まり、死者の遺体 を湯でふ き清める湯潅を行 う。湯潅の時、遺体 を

置 くために使われたむ しろはうち道路に出 して道路 を往来する人々が踏む ようにする。通

夜には遺体 を祭壇の前 に一 晩寝 かせ、枕元 には枕団子 ・線香 ・蝋燭 ・供 え物の菓子箱 を台

の上 に飾 り、旦那寺の和 尚 さんに頼んで死者を慰める枕経 を読んで もらう。 もし旦那寺の

和 尚さんの都合が悪 ければ近 くのお寺に頼む。身内の人は交代で枕元につ き、線香 と蝋燭

の火が絶えないように念仏を唱えて木魚を叩 く。

昔は通夜の晩 に親戚や葬式組以外のムラの人々も自分の どころでで きたお米や野菜 など

を持 って参 り、喪家ではそのお米や野菜を入れた袋の中に石鹸一個かマ ッチ箱二個 をお返

しとして入れて持 って帰る ようにした。そ して香典が送 られた場合には喪家からそのお返

しとしてさらしを送った。つまり、昔は交通が不便で あったため、何 回か乗 り物 を乗 り換

えて、 または山道 を歩いて参 りに来られた人々に食事 をもてなす必要があったのであ り、

参 りに来 られた人々が持 ってきたそのお米や野菜などは葬式を行 う際の貴重な食材 になっ

たのである。そのような助 け合いの精神は形は現金 に変わったが今 も続 き、通夜 の晩 には

手伝いをして くれた葬式組 の衆 には本膳が出され、一般の人々はお供え物の菓子箱 を持 っ

て焼香で帰る。ω)

2)葬 式当日

葬式は友引の 日には出さないようにしている。葬式 に関する言い伝えとしては、 「葬式

のお供物 をか らすが食べ る と成仏す る。からすが食べ ない と成仏できない」、 「からすの'

鳴 き声が聞こえると誰か死 亡す る」、 「墓から帰 る時 に転ぶ と次に不幸がある」、 「墓の

石碑が転がると縁起が悪い」、 「きつねの穴がある所 に墓がある」 「葬式の旗 を妊婦のお

腹に巻 くと安産す る」 などが伝えられる。
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葬式当 日の午前中には墓地の穴掘 りが行 われる。穴掘 りは葬式組の役 目であ り、だいた

い若い元気のいい衆が担 う。穴掘 りの際には穴掘 り酒 を一升持っていき、そのお酒を飲み

なが ら穴を掘る。穴が浅い と狐が掘 ると言われ、だか ら皆はお酒に酔 った勢いで深い穴を

掘 って皆 を驚かせた りする。

出棺は、火葬化 になってからは火葬場の時間割 に従 い、朝一番に火葬 して もら うように

行われ、だいたい午後1時 か2時 頃に葬式が行 われる。 出棺の際には御施餓鬼 を行 う。火葬

化になってか らは、出棺 してだいたいバ ン型の霊枢車(12)に遺体を載せて火葬場まで行 って、

そこで身内 と近い親戚 とで葬儀 を行 う。火葬が午前中 に行われる場合は火葬場で葬儀を行

い、遺骨 を持 って帰 り墓地 まで野参 りをするが、火葬 が午後に行われる場合 は野 参 りをし

てか ら火葬場に行 って葬儀 を行 う。

土葬が行 われた時には、葬儀 開始、屋内整列、告別式、穴参 り(野 参 り)整 列 、弔辞、

読経、親戚総代 の挨拶、焼香の順序で葬儀が行 われた。 ここで、野参 りとは他の地域 にお

ける野辺送 りに当たるもの であ り、野参 りの時にはそ の持ち物の名称 とそれを持 つ者の名

前が書かれている 「配役」 を読み上げ、仏壇の前で和 尚さんがお経 をあげ、庭の 中心 に台

の上 に載せた棺を置 き、お経をあげる和尚さんと持 ち物 を持つ者が行列 をなして棺の周 り

を3回 まわ り、墓地 まで行列 を組んで行 く。現在、墓地が狭 くて野参 りのできない場合は

庭で野参 りが行われ、また火葬化になって遺骨 になっているのにもかかわ らず、 お墓に遺

骨 を納める時には配役 を発 表す ることなどに現れるように、野参 りは葬儀の重要 な部分 を

占める。

そ して埋葬が終わってか らはお墓の周 りに生花 ・造 花 ・傘 ・湯飲み ・線香 ・鍬 な どを置

㈹葬式の香典 とそのお返 し、そしてその後の法要の引き物 などと関連 して、町レベルで行

われている生活改善運動にっいて触れておこう。旭町で行われた生活改善運動は、次のように三期
に分けてみることができる。つま り、第一期は戦争直後、戦後の復興を目的とし食糧増産が中心 と

なった、國レベルからの生活再建運動期であり、第二期は1950年代半ばから、地域社会が中心となっ
て生活改善運動が推進された時期である。この第二期の生活改善運動の重要な内容は、道路の建設

や学校の建立 ・施設の整備などの社会間接資本の重視、および各家庭の炊事場の改善とその給水施
設の整備などを中心とした生活の質の向上である。第三期の生活改善運動は、町レベルで1960年代

後半から1970年代はじめの間にはじまり、現在まで推進されつつある。その重要な内容は、無駄な
虚礼を省 く虚礼の廃止、および地域の環境美化、そして各家庭の照明器具の改善 ・衛生施設の整備
などを中心とした生活の質の向上などである。そのうち、地域の環境美化はボランティア活動の活

性化により現在も実効を上げながら推進されているが、葬式の香典返 し・忌明法要の引き物の廃止、
全快祝いの廃止などを骨子とした虚礼の廃止は、表ではその運動が推進されながらも裏ではこっそ

りと昔のままの慣習が根強く行われているのが現実である。

(12霊枢車の地方ごとの分布偏差から見ると、例えば、昭和56年 の愛知県の所有する霊枢車
のうち、宮型 ・寝台型 ・バス型霊枢車のそれぞれの所有率は5L6、37 ,4、12%で ある。井上章一、
1984年、22貢。 しかし、調査地の旭町においてはだいたい普通の自動車のような黒色のバン型の霊

枢車が使われており、宮型霊枢車は稀に使われている。
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いてお く。その正面にはお膳 と団子を、両側 には燭台 を置いてお き、塚の上には杖 をたて

る。

墓地か ら喪家 に帰 ると、親戚 は寺へお寺参 りに行 き、葬式組の衆 は片づけをす る6葬 式

当日、会葬 に来 る一般の人 々は香典だけ持 ってきて参 って帰 るが、親戚や組の人 々にはそ

の晩、喪家か ら精進落としといって肉や魚などの肉食 を避けて菜食中心の料理が出される。

精進落 としは心の中を清め、葬儀 を手伝 って くれた人 々へのご苦労 さんの意味が込められ

ている。

3)葬 式以後弔い上げまで

葬式の翌 日には身内 と親族の代表がお墓参 りをし、旦那寺の和尚さんにお布施 を納め、

お経 をあげて もらう。

初七 日には旦那寺の和尚 さんにお経 をあげて もらい、その時、中にあんこを入 れ外 に黄

粉をまぶ したぼた餅 を作 り出す。初七 日には葬式組の人々 と親戚を呼び、ごちそ うを出す。

昔、葬式組の人々と親戚 はお米、供物、菓子折、線香 、砂糖 などを持 って来たが、今は組

の衆はお米一升を、親戚 はお金 と線香、菓子 を持って くる。

二七 日 ・三七 日 ・四七 日 ・五七 日 ・六七日には家族 だけで和 尚さんにお経 をあげて もら

い、七七 日の四十九 日には和尚さんからお経 をあげて もらい、主な親戚 と葬式組 の衆 を呼

び、ごちそうを出す。昔は家で料理 を作 ったが、今 は仕出屋か ら二千円 くらいの折 りを取

るのが一般的である。

七七 日の忌 明けか らは、100日 に家族 だけで和 尚さんにお経をあげて もらい、 その以後

には一 ・三 ・七 ・十三 ・二 十三 ・三十三 ・五十回忌の年忌供養 と、正月 と盆、春秋の彼岸

に仏壇供養 と墓参 りをする。年忌供養は十三回忌まで一般的に行われ、弔い上げ は家々の

事情 によ り三十三回忌 または五十回忌にする。

一回忌には濃い親戚 と組の衆 を呼 び、女性 から手伝 いをして もらうが、その以後 の年忌

供養の時には濃い親戚だけを呼び、手伝いもな く、和 尚さんにお経 をあげて もらい、その

後、仕出屋か ら取 った折 り・寿司 と家で作 った蒸 し物 ・漬け物 ・味噌汁などをもてなす。

年忌供養以外に、正月 と春秋の彼岸 と盆に仏壇供養 と墓参 りをす る。正月には墓参 りは

ほとんどなされず、仏壇に鏡餅 とみかんを供 え、春秋 の彼岸 にはおはぎを作 って仏壇 と墓

に供 えて参る。初盆の時、大字杉本では昔、お墓 まで蝋燭を灯 したが、今は自動車が通 り

消えて しまうか ら薬師堂に置いてある百八台の蝋燭台 を庭に置 き、仕出屋 から取 った折 り

と、昆布 ・えんどうのおす まし汁、卵 ・胡瓜 ・椎茸 ・人参のちらし寿司、盛 り込み とお酒

を用意す る。 大字東加塩 では8月13日 に松明を焚 いて、仏壇 には迎え団子 を供 え、おかえ

さんをさ しあげる。14日 か ら15日 の間には朝 ・昼 ・晩 ごとに餅、煮付 け物、そうめんか う
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どん、ご飯 と味噌汁、ちらし寿司 とおはぎ、 うどんなどの変わったものを供え、15日 には

朝か ら3回 、釜の上 に里芋の葉 をひいて細か く切 った胡瓜 ・茄子 を餓鬼 にさしあげる御施

餓鬼 を行 い、夜10時 には米 の粉で送 り団子を作 って仏 壇に供 える。それか ら藁で作 ったご

ざをひいて仏壇の位牌 を全部出 してその上に置 き、その前にごちそうを供えてお精霊 さん

を送 り、それが終わると位牌をまた仏壇の中に入れて置 く。餓鬼 にもごちそ うをさしあげ、

馬の形 に作 った ものにその ごちそうと胡瓜 ・茄子 を入れ、花 と蝋燭を立てて家の前 の川に

流す。

以上で死の告知か ら葬式 、葬式後の忌明けまでの法事 と、その以後の弔い上げ までの年

忌供養の儀礼の遂行過程を、それを行 う近隣関係者の役割を中心に記述 してみた。土葬が

主に行 われた旭町において火葬化が進んで きたのは昭和40年 代半ばか らであ り、その時期

は旭町を取 り巻 く社会的 ・経済的環境が急転 した時期 である。そのような葬法の変化 は、

その以前 まで村落共同体に より仕切れられた葬送儀礼 の一部が外部の論理、すなわち、死

を商品化する論理 に頼 らざるを得なかったことを物語 っている。つま り、人々は農協 によ

り提供 される葬儀の祭壇の設置のサービスを受け、火葬場施設の一環である霊枢車 に遺体

を乗せて火葬場へ行 き、火葬場の タイム ・スケジュールに従 って遺体 を火葬 して もらう。

しか し、ここでみたように、大字杉本 と東加塩の人々 はそれだけで葬送儀礼 を済 ますわけ

にはいかない。だいていの 日本の村落社会 と同 じように、大字杉本 と東加塩 において、死

者の出た家の家族は葬式 には一切関与 しない。死の告知から葬式までの儀礼 は大 字の葬式

組 と親戚、それに旦那寺が加 えて行 われる。葬送儀礼 は金銭の出費 とともに労働 力の動員

を必要とし、その労働力の動員の中心的な役割を果たすのが葬式組である。死者の出た家

ではその葬式組 の人々に対 して、通夜 には本膳を、葬式当日には精進落 としを、初七 日の

淋見舞いと七七 日の忌明け、そして一回忌 にはごちそ うを出してその労働力の動員 に対 し

ての恩返 しをす るのである。

そ して葬式以後行われる諸儀礼が仏教の教えに基づ いたものであることは明 らかである

が、実際、儀礼への参加者の範囲の違いは、それ らの諸儀礼の遂行が教理的であ るよ りは

むしろ社会的であることを示す ものとしてみることがで きる。つまり、葬式以後行 われる

諸儀礼は、それ らの儀礼 を通 して死霊が次第にホ トケ なりカ ミへ と昇華 してい く、そ して

カ ミとしての祖霊がその家 や一族の豊饒や幸福 をもた らして くれる、とい う信仰 に基づい

て行われることと理解 され てきた。それはある側面 においては正 しいか もしれない。 しか

し、この観点からす ると、葬式が終わってから忌明け までの期間中、七 日ご とに行われる

法事 において、なぜ初七 日と七七 日には親戚 と葬式組の人々が呼ばれるのに、二 ・三 ・四 ・

五 ・六七 日にはそれ らの人 々が呼 ばれずに身内だけの儀礼 になるのか、とい うそ の参加者
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の範囲が異 なる理由に対 しては適切に説明 しきれない 。それに対する一つの答 えは、ライ

フスタイルの変化か らあげ られる。つ まり、都会に勤め先 を持つ人々が増え、 ライフス タ

イルも勤め先 を中心に営まれる大多数の人々にとって、 「葬式の後、七 日毎の儀礼 に参加

するのは大変」であ り、親戚 にそのような迷惑 をかけないための配慮であると説明できる。

それは、例え ば、初七 日 と七七 日の儀礼 さえ、必ず しも7日 と49日 目の 日に行 われるとは

限 らず、それぞれの 日に近い土 ・日曜日に行われることが多いことにも現れる。

同 じことは年忌供養 にも当てはまる。つま り、忌明 け以後弔い上げまで何年ご とに行わ

れる年忌供養は、その何年 という特定の数字には仏教 的な意味があるとして も、なぜ死霊

はだんだんカミへ向かって昇華 されてい くのに、年忌供養に参加する人々の範囲は一回忌

の際には濃い親戚 と葬式組の人々であ り、その以後の年忌供養の際 には濃い親戚 に限 られ

るのか。それぞれの疑問 に答えるためには、儀礼 を遂行する人々の人間関係の側面 に注 目

してみる必要があるだろう。次では葬送儀礼 を遂行す る璋 隣関係者の有 り様 をよ り集約的

に、よ り象徴的に表す葬列 を中心にこの問題 を検討 してみよう。

(3)葬 列

1)葬 列 の順序

ここでは、葬送儀礼の うち、特 に、野辺送 りの葬列 の順序 を中心 に、葬送儀礼 の遂行の

合力関係の特性 を検討 して行 こう。現在、両大字で行 われる野辺送 りの際の葬列の順序は

宗派 によって多少の差はあるが似ている。東加塩 と杉 本の宗教 ・宗派の構成においては禅

宗の曹洞宗が70パ ーセン ト前後を占め、その次 は真宗が占める。だいたい、真宗 の葬列に

比べて禅宗の曹洞宗の葬列の持 ち物の数 と、僧侶の人数が多い。聞 き取 り調査か ら得た、

両大字 における葬列の順序 を表 したのが後掲の表1で ある。

葬列の順序 においては、配役者の人数がだいてい決 まっている配役 と、家々に よってそ

の人数が変わる配役 とが区分される。家々の事情 によって人数の変わる配役は前灯篭、花

篭、生花、造花、四花、後 旗、後灯篭、後の花篭であ り、それらの配役以外は配役者の人

数がだいてい決 まっている。

まず、葬列の先頭は案内役であ り、大字東加塩においては区長が、大字杉本においては

切の総代がその役 を担 う。

案内役の次は僧侶で、真宗 の葬列においては旦那寺の住職 を含めて2、3人 であるが、禅

宗の曹洞宗の葬列 におい ては三仏事 ・両鉢 ・片鉢 といって、それぞれ9人 ・7人 ・4人の僧

侶が参加する。三仏事 とは最高位階の故人の葬式の場合、本坊の大導師1人 、末寺の脇導

師2人 、そ して教区内の随僧6人 が参加す ることをいう。両鉢 とは本坊1人 、随僧6人 が参加
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することをいい、片鉢 とは本坊 の1人 と随僧3人 が参加することをい う。

次 には赤 ・白 ・黄 ・黒 ・青の五色の旗があ り、葬式 が終わると旗 を坂から剥い て持 って

い く。その次 の前灯篭 は、篭枠に銀紙などを貼 り、そこに波阿弥陀仏 などの経 を書き、2

メー トル ぐらいの竹の竿の先にぶ ら下げるものである。葬式が終わると貼 ってい る紙 を墓

で取 り、枠だけを区 または切 ごとに保管する。その次の前旗 も葬式が終わった ら旗を取 り、

坂を区 または切 に返 して保管す る。

その次の花篭 とい うのは、竹で八目篭 のように荒 く編んだ篭の中に金色銀色 な どの切 り

紙 と死 んだ人の年だけの硬貨 を入れておいて、上で篭 を閉 じ、編み残 りの竹を下 に長 く垂

らし、そこに桜の花飾 りを所々の りで付けたものであ る。これを道の辻ごとでふ り、花び

らの ように紙が散 り金が落 ちると、それをこどもなど葬列 を送る村人が拾 う。年 取った人

の花篭は長生 きしたい思いで安心 して拾 うという。それは一種の布施 になる もので、不特

定多数の会葬者 に与 えられたものである。真宗の葬列には花篭がない。

花篭の次 に生花 と造花、 そして四花がついてい く。四花 とは白紙で花の ような形で こし

らえたものを四本たてた もので、その意味 について在所の人々は正確にわか らないようで

あるが、 「埋葬の土地 を神様か ら買 うとい う概念があって、死者のために専有す る土地 を

囲い込む結界の しるしである」(13)と考えられる。

四花の次は張(飾 り)菓 子 と団子であ り、それぞれ はいろいろな菓子 を板に張 り付 けた

もの と団子を山盛 りで盛 ったものであ り、死者の魂の ための供養の意味のある食べ物であ

ると考 えられる。

張(飾 り)菓 子 と団子の次は蝋燭 を立てた燭台であ り、その次はお茶 とお湯 をそれぞれ

お盆の上 の茶碗 に入れた莫茶、彙湯であ り、その次は香炉である。香炉の次 についてい く

霊膳 とはご飯 と枕 団子 に箸 をたてて死者の枕元 に置いた ものであ り、それは死者 が死後の

余路 に空腹 しないようにする食べ物であると考 えられる。

霊膳の次は死者の近親者の息子、孫 などによ り担われる役である笠、杖、位牌 、遺影、

遺骨(土 葬の行 われた時には棺)で ある。笠 と杖は死者が死後の旅 をするために必要なも

のであると考えられ、それ らは遺体 または遺骨を墓地 に埋めてから墓の周 りや塚 の上 に立

てられる。位牌は跡取 りの喪主が持 ち、遺骨はだいたい次の跡取 りになる死者の孫 に当た

る者が持つ。骨壷 に入 られ た遺骨は火葬 になってか ら葬列に加わったものであ り、その以

前の土葬の行 われた時には死者の遺体 を入れた棺 を死者の息子や娘婿、 または兄 弟など4

人が担いた。

(且31五来 重
、1994年 、188貢
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その次の天蓋 とは四角の天蓋の四方に四つの幡が下がっている小幡 と、その真ん中に 「諸

行無常、是生滅法、生滅々巳、寂滅為楽」 と書いて下がっている大幡 とになるものである。

天蓋の次の遺物は、昔は死者の衣服 を形見 として寺院に差 し上げたが、寺院が衣服をもらっ

て もその処理 に困るというこ とで、昭和40年 頃か らは金で五千円または一万円 くらいを寺

院に納め る。遺物の次 には後旗、後灯篭、花篭がついてい く。

葬列 に用い られ る持ち物 のもつ意味について村の人 々誰 もが必ず しもその意味 を認識 し

ているとは言い難い。だいたいの場合はそれらは 「昔か ら村のしきた りとして続 けられた

し、葬式 に必要はものは区 または切 ごとに備えられているか らそれを借 りて使 うわけ」 と

いう言説で説明 される。

大字東加塩 と大字杉本で行われる葬列には、普通、配役 を担 う最低35人 くらいが参加 し、

それ に旦那寺の僧侶 と村 の送 り人 を附け加えば平均 して40人 か ら45人 あま りの人 々によっ

て行われ、スペクタクル としての葬列の性格を帯びることになるのである。死者の身内を

除いて も30人 くらいの人々の協力 を必要とする葬列 においては、 どのような近隣関係が現

れるのであろうか。次 にその点 を中心 に検討 してみよう。

葬列の順序 を、それぞれの持ち物を持つ配役者 を中心 に葬列 の模式図 を作成してみたの

が次の図3で ある。

図3配 役者を中心とみた大字東加塩 と大字杉本の葬列の模式図

(前)区 長または切の総代一僧侶一 葬式組一薄い親戚一濃

い親戚一身内一死者(現 在は遺骨、土葬の行われた時には

遺体)一 濃い親戚一葬式組(後)

以上の葬列の順序 に現れる近隣関係の特性は次のように分析で きる。

まず、葬列の先頭 の案内役 を大字東加塩においては区長が、大字杉本において は切 の総

代が担 うことは、死 という ものがある個人的な事柄 を越えて村の公事 になるのを示 してい

る。 また村の葬式組が葬列 の前後 に位置 し、前で葬列 を導き、後で葬列 を護衛す る役 であ

ることからも、死 というものが村の事柄になっていることがわかる。

そ して、葬列の順序 は死 者 との親疎関係 による距離 を象徴的に表す。それには、親戚内

部における区分 と、世代区分、性別区分が現れる。

まず、親戚内部において、本 ・分家の関係 は日常生活における交際 とは次元 を異にす る、

家の系譜関係 を示す側面 と して重要性 を持 っているもの と認識されている。つ ま り、それ
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は死者 と一番近い配役であ る天蓋役を 「本屋 ・新屋」 と呼ばれる本 ・分家関係の者が担 う

ことに象徴的に現れる。 また、親戚内部においては濃 い親戚 と薄い親戚の区分が存在 し、

それは薄い親戚が前の葬式組の後 に位置 して行列 を導 く配役であるのに対 し、濃 い親戚は

死者 と身内 を取 り巻 く前後 に位置する配役であることからわかる。身内において は、世代

原理が作用 している。つ ま り、死者の直系卑属の息子 か娘婿は土葬が行われた時 には死者

の棺の持方役 を担 ってお り、火葬になってからは遺影 ・位牌 ・遺物 を持つのに対 して、直

系卑属の孫は笠 ・杖 と、遺骨を持つ。

そして、男性優位 の性の原理が現れている。葬列の ほぼ全ての配役者は男性であ り、女

性の配役者は死者の妻 または喪主の配偶者である嫁 に限 られてお り、その持 ち物 は遺影か

霊膳である。他の地域の葬列でみられる、葬列 の一番後の役で集団的な性格の役 である女

送 りが両大字の葬列 にはないことからも男性優位の性の原理を確認できる。

以上のことから、一見 してある持 ち物 とそれを持つ担い手において特別な順序 と意味が

あるとは思 えない葬列にお いて、実際、持 ち物 においては死生観 と関わる豊かな象徴 的意

味が含 まれてお り、そこには死者 をめ ぐる様々な関係 の束が作用 していることが 明らかに

なった。次では大字東加塩 と大字杉本の具体的な事例 を通 じて、葬列 に現れる近 隣関係の

特性 について検討 してみよう。

2)葬 列の事例一 「配役」の分析 を通 じて

ここで用い られる資料は、 「香典帳」 とは別 に作 られる 「配役」 である。

前 でみたように、大字東加塩 と大字杉本の葬送儀礼 の全過程 において、喪家の家族 は葬

式 までの過程 に一切関与せず、それらの儀礼 は親戚 と葬式組、旦那寺の協力によって行わ

れる。言 い換 えれば、それぞれの合力関係が形成されていない と、死者 を出した家では葬

儀 を行 うことがで きないのである。葬儀の合力関係 とは金銭の出費 と労働力の動員 とを伴

う関係であ り、その合力関係の範囲をどう設定するのかは喪家にとってたいへ ん慎重を要

する問題である。ここで、後 日の参考のために、葬儀遂行における金銭の出費と労働力の

動員の実状 を記録する必要が生 じる。配役 とは、葬式 当 日の野参 りの葬列における役名 と

その担い手の名前の記されているものであ り、葬儀遂行上の労働力の動員の実態 を表すも

のである。

ここでは、大字東加塩のあるT家 と、大字杉本のあるS家 の配役 を分析対象 としてみ よう。

それぞれは現在の世帯主(便 宜上、T1とS1と 称する)の 父親(便 宜上、T3とS3と 称する)

の葬儀の ものであ り、T家 とS家 の宗派は禅宗の曹洞宗である。配役には役名 とその担い手

の名前が記 されているが、 それに聞き取 り調査 から得 た情報を加えて担い手の居住地(在

所 ・他所)と 間柄 を区分 して作成 したのが後掲の表2で ある。表2を 中心 に、T家 とS家 の葬
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列の配役 とその担 い手の関係についてみよう。

まず、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の葬列における共通点は次の ようである。

葬列の先頭役 を大字東加 塩においては区長が、大字杉本 においては切の総代が担ってお

り、葬式組の役割が重要であることから、死 というものは個人的な事を越 えて村事 として

認識 されていることである。また、両大字で死者 に近 い役である天蓋役 を本 ・分家の者が

担 うことから、本 ・分家関係は規範的にその象徴的重 要性が持続 されているとみ ることが

できる。前の葬列の模式図 と同様、葬列においては親戚内部の区分 ・世代 区分 ・性別区分

が現れる。

次に、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の葬列 において現れる差異についてみ よう。ま

ず、葬列の一番最初の案内役が村の代表者 により担われているが、東加塩においては区長

が、杉本 においては切の総代がその役を担 っている。その差 は行政村への編成の差か ら考

えられる。つま り、大字杉本において葬列の案内役を区長ではな く切の総代が担 うことは、

区費が切 ことに徴収され、切 ごとの祭 りが行われ、葬具自体 も切 ごとに保管されてい るこ

となどからも現れているよ うに、区の下の単位である切、つまり、行政村への編 成以前の

旧村的性格がより強いことを示す。

二番 目に、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の葬列 において、配役名はほぼ一致 してい

るがその順序上の一部変化 がみ られる。その差 は、 まず、案内役の次の役が大字東加塩の

T家 の葬列においては五色旗 ・前灯篭 ・前旗 ・花篭 の順 であるが、大字杉本のS家 の葬列に

おいては花篭 ・前灯篭 ・前旗 ・五色旗の順の ように、大字東加塩の葬列とは花篭 と五色旗

の順番が逆になっているこ とである。 しか し、配役名か らみるとこのような配役 名の順序

上の差がみ られるが、それ を配役者を中心にみると、案内役の区長 または切の総代 の次に

村の葬式組、薄い親戚の順 になることにおいては同 じである。そ して、配役 の順 序上の変

化のみ られる もう一つの配役名 は線香である。つまり、大字杉本のS家 の配役 においては、

線香が四花の後、そして五 穀 ・山海 ・飾 り菓子 ・団子 などの死者への供養の意味 のある食

べ物 の前 に位 置するが、大字東加塩のT家 の配役 においては、線香 が一番最後 に位置 し、

それ も特定の配役者ではな く、多数の会葬者が持つことに差がある。

三番 目に、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の葬列において、それぞれ異なる配役名 に

ついてみてみ よう。大字東加塩のT家 の配役 においてのみみえる配役名 は銘記 ・墓標 ・棺 ・

松明であ り、大字杉本のS家 の配役においてのみみえる配役名は五穀 ・山海 ・鍬である。

まず、大字東加塩のT家 の配役 においてのみみえる配役名の うち、銘記 ・墓標 ・鍬は配

役名はあるが、実際、それ らの配役者の名前 は記 されていない。つまり、それはそれ らの

配役がその以前の葬列には存在 していたことを表 し、 同 じことは火葬により今 はな くなっ
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た配役である棺の配役名が記 されていることからもわかる。

次 に、松明は他の地域の葬列 において松明 ・先火な どと呼ばれるものに当たる。他の地

域においては松明が葬列の先頭役で、死者の家の本家 の世帯主または筆頭親戚が その配役

を担 うケースが多いのに対 して、大字東加塩においては松明が中間に位置 し、それを身内

が担 っていることに差があ る。松明の元は古代の葬送儀礼の中心 をなす積(も か り)に お

ける積火の変化であろう。 それは 「荒魂 を火で鎮魂す る意味か らその罪稼 を浄化 する火と

な り、やかで死者の魂のシ ンボルとしてともしたもの」㈹ と考えられ、それを持つ人 は一

番重 い役 とされ る。 しか しなが ら、調査地域において葬列の先頭役が松明ではな く案内で

あ り、 また本家の世帯主は遺骨(棺)の 次の役である天蓋役 を担い、そ して同 じ宗派の葬

列で も松 明役 は大字東加塩のみ存在することなどは、調査地域の社会構造の特性 を表すも

のとしてみ ることがで きる。

次 に大字杉 本のS家 の配役 においてのみみえる配役名のうち五穀 ・山海 は、張(飾 り)

菓子 や団子 とともに死者への供養の意味のある食べ物 であると考え られる。それ らの配役

の次 の配役である鍬が葬列 に加わる意味は明確 ではない。鍬 の配役は大字東加塩のT家 の

配役 において も松明の次 に配役名だけは記 され ているが、実際、大字杉本のS家 の葬列 に

おいて配役者により担 われている。

以上で配役名 を中心に、大字東加塩 と大字杉本の葬列における共通点と相違点 を検討 し

てみたが、次で は配役者 を中心 にして葬列の順序についてみよう。

配役者を中心 とした葬列の模式図は前でみたが、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の事

例か らみると、先頭 に村の代表者である区長 または切 の総代、葬式組、僧侶薄い親戚、濃

い親戚、身内、死者、濃い親戚、葬式組の順になる。それをもっと詳細 に分析 してみよう。

大字東加塩のT家 においては、先頭の案 内役 の区長 に続いて葬式組は五色旗 ・前灯篭 ・

前旗 までの配役 を担い、 その次 に薄い親戚が花篭役を担う反 面、大字杉 本のS家 において

は、先頭の案内役の切の総代に続いて葬式組は花篭 ・前灯篭 までの配役 を担い、その次 に

薄い親戚が前旗役 を担 う。配役者 を中心 として、大字東加塩のT家 と大字杉本のS家 の配役

に共通する配役は葬式組に より担われている前灯篭であ り、五色旗 ・前旗 ・花篭 の配役は

同じ宗派にも関わ らず、それ らを葬式組が担 うか、あ るいは、親戚が担 うかによ り、ムラ

による差 を表 してい る。

薄い親戚 に続いて、濃い親戚はだいたい生花から霊膳の前の配役 までを担 う。濃い親戚

においては死者 との親疎関係距離の原理が作用 し、同 じく濃い親戚 と呼ばれる親戚のなか

〔1ρ五来 重
、前 掲書 、180貢
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で も、身内の担 う配役である霊膳 に近いほど死者 との関係が緊密であ り、それか ら遠いほ

ど死者 との関係が遠い ことを表 してい観 つ ま り、それは例 えば、大字 東加塩のT家 め場

合、霊膳に近い配役か ら遠 い配役 を、死者の甥、従兄 弟、嫁の父親 ・養子、妻の兄弟、家

から出た者、姉妹の息子、従兄弟の息子、そ して昔か らの親戚が担 っていることに現れて

いる。そ して濃い親戚にお いては死者 との親疎関係距 離の原理以外 に、在所か他所か とい

う居住原理が作用 していることがわかる。つま り、それは他所居住の甥、従兄弟 、嫁の父 、

親は彙茶、莫湯、香炉の配役 を担 うのに対 して、在所 の従兄弟、死者の妻の兄弟 、養子は

四花 、張 り菓子の配役 を担 うことに現れている。

濃い親戚の次 は身内の配役である。身内のうち、死者の後継者であ る長男は位牌を持ち、

次の跡取 りになる孫は遺骨 を持つことで、位牌 と遺骨 は家の連続性 を象徴 的に表 す配役で

ある と言 える。喪主であ る後継者以外の子供は、大字東加塩 のT家 の場合は霊膳 と松明を

持ち、大字杉 本のS家 の場合 は遺影 を持つこ とに差がある。そ して跡取 りになる孫以外の

孫は笠 と杖 を持つ。 しか しなが ら、この ような配役 は昭和40年 代 を境に して土葬 から火葬

に変 わってからの配役であ り、その以前の土葬の行 われた時 には死者の子供であ る息子や

娘婿、あるい は子供のい ない場合 には兄弟が加わっての4人 が死者の棺 を担 ぐ役 であった

ことを記 しておかねばな らない。そ して、大字東加塩のT家 の場合は嫁が遺影 を、娘が遺

物 を持ち、大 字杉本のS家 の場合 は妻が霊膳 を持つが 、このように昔は男性だけの葬列 に

女性が参加するようになったのは最近のことであ り、遺影が葬列に加わるようになったの

も戦後のことである。

死者の遺骨(土 葬の行われた時には棺)の 後には本屋 ・新屋 と呼ばれる本分家 の世帯主

が天蓋の配役 を担 う。天蓋 は位牌 とともに死者 と一番近い配役であることから、家の系譜

関係の認知の重要性 を表 している。その後 には身内が遺物を持 ち、その後には葬式組が後

旗 ・後灯篭 ・花篭 を持 ち、最後 には会葬者が線香 を持 って葬列に参加する。

以上で葬列の配役名 と配役者 を中心 として、大字東加塩 と大字杉本における共通点 と相

違について分析 してみた。 大字東加塩 と大字杉本の葬列の事例 を通 じて、葬列の持 ち物 に

は死生観 と関わる豊富 な象徴的意味が含まれてお り、 またその持ち物 を持 つ配役者 は死者

との親疎関係 により、葬列 の順序上の特定の位置 を占めることが明らかになった。静的に

みえる葬列であるが、実際、葬列は区長 ・切の総代や 葬式組 とい う近隣関係の公式的な側

面 と、同族(本 分家関係)や 親類 という近隣関係の私 的側面が様々な関係 の原理 により微

細に修正されなが ら再配置 される象徴的空間をなすのである。つ まり、これは大 字東加塩

と大字杉本の人々が一方で は死 を商品化す る外部の論理 に頼 りながらも、他方で はムラ内

部で葬列 を組 んで野参 りを続けて行 う理由の一つであるとみることができる。
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大字東加塩 と大字杉本 において葬列を組 んでの野参 りが行 える根拠はどこにあるのだろ

うか。一つ は身内 を除いて も30人 から40人 くらいの人々を動員できる近隣関係の数の下限

が維持 されていることがあげられ、もう一つは墓地の特性があげられる。

まず、葬列には身内 と僧侶 を除いて、葬式組 と親戚の人 々が30人 か ら40人 くらい必要で

ある。葬式組の配役は8か ら12人 くらいで、親戚 の数が少ない場合は親戚の配役 の一部 を

担 うこともある。調査地域 においては昔から山村 とい う環境の生活の必要性から葬式組が

形成され、今 も葬式組は助 け合いの根幹 をなし、村落 生活の重要 な役割 を果た している。

大字東加塩 と大字杉本において、人口は減少傾向にあ りながらも世帯数は昭和50年 代半ば

以後、大 きな変化がな く維持 されていることが、葬式 組の存続、および葬列 を組 んでの野

参 りを可能 にす る一つの根拠 になっているといえよう。昭和50年 代半ば以後、世帯数が大

きな変化が なく維持 されて いる背景 には次の ようなことが考 えられる。まず、道路の建設

により、主要な働 き場であ る周辺の豊 田市への車での通勤が可能になったことが あげられ

る。そして昭和50年 代以後 に展開されているライフス タイルの位置づけの変化、つ まり、

都市の狭いマンションよ りは設備 の揃 えた自然の中の広い住宅を好むライフスタイルの変

化によるところが大 きい と言えよう。

次 に、調査地の墓地についてみよう。現在、大字東加塩と大字杉本においては区全体の

共同墓地 はない。墓地は家の墓地、あるいは家門(同 族の こと)の 墓地がほとんとで あ り、

埋葬地の上に石塔 を建てる単墓制である。 しか し、昭和48年 の旭町内墓地 ・火葬場等調査

書 をみると、当時、旭町内には262カ 所 の共同墓地があ り、それには区全体共同のもの、

組共 同のもの、数戸共同の もの、その他 さまざまな形態がみられ、調査地の大字杉本 には

25カ 所、大字東加塩には13カ 所の共同墓地があった。 そ して墓制において もシンバカ(埋

め墓)と キハカ(参 り墓)が 別の場所 にある両墓制のムラが多かったのである。㈹そのよ

うな両墓制から単墓制への移行は埋葬か ら火葬への葬 法の変化によるところが大 きい。調

査地 において墓地 に建 てられている石塔は 「先祖代々の墓」や 「○○家の墓」の ように個

人性がみえない墓ではな く、死者一人、夫婦二人、あ るいは子供何人の戒名の刻 まれてい

る、いわば個人墓である。 その ような個人墓の建立が可能たったのは、山を所有 し、そこ

に墓地をつ くる余裕のある山村の立地条件 と関連性が あると考 えられる。区全体 の共同墓

地が なくて も大字内に家または家門の墓地があ り、そ こにまた死者の墓 を建てることがで

きることが、葬列の行われつつある根拠になっている。

㈹ 両墓 制 の墓 地 の状 況 は
、 矢作 川北 岸 と南岸 のム ラにお い て著 しい差 が あ った よ うで あ る。

つ ま り、 島崎 ・下 切 ・下 中 ・上 中 切 ・上切 ・一色 ・浅 谷 ・須渕 な ど1日三 濃村 の 矢作 川北 岸の ム ラで

は共 同 墓地(埋 め 墓)と 引 き墓 と称 す る個人 の参 り墓 を持 つ の に対 して、 その他 の 矢作 川南 岸 の ム

ラで は共 同墓地 ・個 人墓 地両 方 に埋 め墓 が み られ る。旭 町誌編 集研 究 会編 、前 掲書 、355貢 。
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5結 びにかえて

本稿 は大字杉本 と大字東加塩で行われる葬送儀礼の遂行過程上現れる合力関係 の特性 を、

特 に葬列の順序の分析 を通 じて明らかにしようとしたものである。

周知のように、香典帳や祝儀覚帳などを基に葬儀や婚礼 における組織 ・社会関係 を分析

するのは、村落調査におけ るオーソ ドックスな枝法 と して定着 してお り、そ して香典帳に

よる葬儀参加者の範囲を分 析 した ものもすでに数多 く報告 されている。 しか し、遺体 の処

理 と死者の霊の処理、遺族の悲 しみの癒 し、そ して死 の告知 という複合的諸側面 と関わる

葬送儀礼 の社会的分析において、それらの複合的諸側面 を最 も可視的にあ らわす葬列への

研究は今 まであま りなされ ていない。その理由の一つは、資料 の問題 と関わるだろう。つ

まり、香典帳の分析 を通 じては、香典額 とい うモノに より葬儀の参加者の範囲 とその関係

の特性 を把握 しようとする前提があ り、それは葬儀の外注化 ・商業化が定着 しつつある現

在 においては適切 な分析であることには間違いがない だろう。 しか し、葬列の場合は、葬

列の記録 自体が行 われてい ない、または香典帳のような記録があ まり残っていない、 とい

うふ うに考 えられてきたと思われる。 しか し、本稿で述べ たように調査地域にお いては、

昭和40年 代半ば頃から土葬か ら火葬へ と葬法は変わったが、現在 も野参 りの葬列が行われ

てお り、 またその葬列の持 ち物 とそれの担い手の名前 が記される 「配役」が香典 帳ととも

に作成され、保存 されてい る。その配役からは香典帳 でみ られる香典 とい うモノ的側面 と

は異なる、 「手伝い」 と言 われる労働力の動員の人的側面の姿が浮かび上がる。葬列が行

われつつあるその意味 を探 る過程からは、準過疎山村 の衰退 したイメージは消え失せ る。

つま り、準過疎山村 とい うのは数量的な物差 しで名付 けられたものであり、それ に加わる

衰退 したイメージは単 なるイメージに過 ぎない、とい うことである。

本稿で考察 した葬送儀礼 の合力の関係は、金銭の出費 と労働力の動員 とを伴 う関係であ

り、それは葬列 においてその持ち物の役附者間の区分 によって可視化 され、またその役附

者の決定過程においては近隣関係 を規定する様々な要因の相互作用における選択が現れる。

それからは、単 に世の一般的な流れに逆流する一変異 で もない、また、否定的なニュア ン

スで語 られる前近代 的な物事の遺習でもない、そのムラがムラな りに存続するための、人々

の絶え間ない選択の姿が浮かび上がる。

本稿は限定的な資料 を通 じて葬列を含 む葬送儀礼上の合力関係で現れる近隣関係の特性

を検討 したものであり、 この部門の研究があまりなされていない現段階において は仮説的

な一事例研究の域 を越 える ものではない。以上の葬列の順序 とその配役の担 い手 の分析が
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当該地域社会の社会構造の特性 とどの ように関わっているのか、それを探る作業 は次の課

題 として残 したい。
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図1 旭町の位置 ・略図

旭町誌編集研究会編 『旭町誌 通史編』 昭和55年 から

図2旭 町の死亡届か らみた土葬 ・火葬の推移

年度

注)S28(1953)・29(1954)・32(1957)の 資 料 は未 詳 で あ る。
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82 呉:葬 送儀礼 に現れる山村 の近隣関係

表1大 字杉本と大字東加塩における葬列の順序

配役名

案内

僧侶

五色旗

前灯篭

前旗

花篭

生花

造花

四花

張(飾 り)菓 子

団子

燭台

莫茶

莫湯

香炉

霊膳

笠

杖

位牌

遺影

遺骨(土 葬;棺)

天蓋

遺物

後旗

後灯篭

花篭

線香

人数 配役者

1 区長 ・切 の総代

(4.7.9) 旦那寺

5 葬式組

(1) 葬式組

2 葬式組

(1) 薄い親戚

(2) 濃い親戚

(2) 濃い親戚

(1・2) 濃い親戚

(1・2) 濃い親戚

1 濃い親戚

(1・2) 濃い親戚

1 濃い親戚

1 濃い親戚

1 濃い親戚

1 身内(子 供 ・妻)

1 身内(孫)

1 身内(孫)

1 身内(跡 取りの息子)

1 身内(息 子 ・嫁)

1(棺4) 孫(棺;息 子 ・娘婿 ・兄弟)

1 本分家

1 身内(子 供)

2 葬式組

1 葬式組

1 葬式組

多数 会葬者

服装

女性;白 い着物

神(昔;白 紙で折 った草履)

女性;白 い着物

注)人 数 において括弧表示のあ るもの はその 人数 に変化が あることを意味す る。
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表2大 字東加塩のT家 と大字杉本のS家の葬列における配役名と配役者

1大 字東加塩のT家 の葬列 n大 字杉本のS家 の葬列

配役名

1案 内

2銘 記

3墓 標

4五 色旗

5前 灯篭

6前 旗

7花 篭

8生 花

9造 花

10松 明

11鍬

12燭 台

13四 華花

且4張菓 子

15莫 茶

且6莫湯

17香 炉

18霊 膳

量9笠

20杖

21位 牌

22遺 影

23遺 骨

棺

24天 藍

25分 家

26後 旗

27後 灯篭

28花 篭

29線 香

聞柄

区長

記載無 し

記載無 し

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

薄い親戚

昔の親戚

昔の親戚

従兄弟の子供

姉の息子

身内

記載無 し

祖父の兄弟の身内

妻の兄

従兄弟

従兄弟

妻の養 子

嫁の父親

従兄弟

甥

子 供(息 子)

甥

孫

子供(長 男)

嫁

孫

4人(息 子 ・娘婿 ・兄弟)

分家

子供(娘)

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

多数の会葬者

備考

*

率

*

配役名

1案 内

2花 籠

3前 灯 篭

4僧 侶(9人)

5前 旗

6五 色旗

7生 花

8造 花

9四 花

且0線香

11五 穀

12山 海

13飾 り菓 子

14団 子

15鍬

且6燭 台

17莫 茶

18興;湯

19さ ら し水

20霊 膳

2且笠

22杖

23香 炉

24遺 影

25位 牌

26遺 骨

棺

27天 蓋

28遺 物

29後 旗

30後 灯 旗

31花 笥

間柄

切総代

葬式組

葬式組

丹那寺

薄い親戚

薄い親戚

兄弟お よび

その配偶者

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

従兄弟

妻

孫

孫

親近者

子供(息 子)

子供(長 男)

孫

4人(息 子 ・娘 婿 ・兄弟)

分家

親近者

葬式組

葬式組

葬式組

葬式組

備考

@

@

@

@

注)*は 大字東加塩 のT家 のみの 配役 を、@は 大字杉本のS家 の みの配役 を示す。
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Neighborhood relation of a mountain village

shown in funeral ceremony :

A case study of Sugimoto and Higashikashio village, Asahi 

   town, Higashikamo county, and Aichi prefecture

Jee eun OH

     This article surveys the characteristics of the co-operative relations of the funeral 

ceremony, especially house(EE) and neighborhood relation appeared in the funeral procession, 

based on a field work on two mountain villages of the northern part of Aichi prefecture in 

Japan. 

     The living conditions of the two mountain villages have been modified greatly since 

late 1950, mainly due to the development of automobile industry on the outskirts of Toyota 

city and the construction of Yahagi dam which was influenced by the high degree economic 

development policy. Although the funeral method has been changed from inhumation to 

cremation since 1970, people of the two mountain villages still hold the funeral procession. 

The whole process of the funeral ceremony was carried out by the co-operative relations of 

the relatives, temples, and "sousiki kumi". And it is the "sousiki kumi" that plays the central 

role. 

     The characteristics of neighborhood relation appeared in the funeral procession are as 

follows: (1) the participation of the head of the villages and the people of the "sousiki kumi" 

amplifies the death funeral beyond the private to become the village event; (2) the order of 

the funeral procession stresses symbolic distance of the degree of intimacy with the dead, 

such as distinction of the relatives, generation distinction, or sex distinction. As the result, 

the neighborhood relations of funeral ceremony requires money and manpower, and thus the 

funeral procession represents the relation that plays the choice of interaction of the neighborhood 

relations.
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